
質

対
策
疲
れ
や
コ
ロ
ナ
慣
れ

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
各

種
講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、

Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
ト
ラ
ベ
ル
を
利
用
し

た
観
光
客
の
受
け
入
れ
で
交
流

人
口
が
増
加
し
て
い
る
。
市
民

の
気
を
引
き
締
め
る
必
要
が
あ

る
が
、
具
体
的
取
組
を
問
う
。

福
祉
事
務
所
長

無
症
状
の
感

染
者
が
感
染
を
広
げ
る
。
広
報
・

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
・
ラ
イ
ン
等
に

よ
り
、
周
知
と
注
意
喚
起
を
行
っ

て
い
き
た
い
。

質

福
岡
県
は
、
高
齢
者
・
障

が
い
者
施
設
職
員
に
対
し
て
無

料
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
す
る
が
、

対
象
者
は
施
設
職
員
だ
。
嘉
麻

市
と
し
て
施
設
職
員
の
他
感
染

リ
ス
ク
の
高
い
介
護
の
現
場
で

働
く
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
・
ケ
ア

マ
ネ
、
そ
し
て
医
療
従
事
者
に

対
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
の
補
助
が

で
き
な
い
か
。

赤
間
市
長

過
去
の
デ
ー
タ
、

今
後
の
予
測
な
ど
本
部
会
議
に

諮
り
な
が
ら
検
討
す
る
。

意
見

実
施
で
き
れ
ば
先
進
地

事
例
と
な
り
、
他
市
町
が
参
考

に
す
る
。

質

３
年
前
漆
生
東
地
区
の
ぼ

た
山
の
排
水
管
が
壊
れ
、
浸
透

水
が
民
家
の
擁
壁
部
分
か
ら
噴

き
出
す
事
故
が
発
生
し
た
。
そ

の
後
、
同
所
に
太
陽
光
発
電
所

建
設
計
画
が
あ
り
、
排
水
プ
ー

ル
を
作
る
よ
う
行
政
に
指
導
を

願
っ
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
今

年
の
豪
雨
時
、
同
様
に
擁
壁
部

分
か
ら
浸
透
水
が
噴
出
し
た
。

飯
田
地
区
の
民
家
に
隣
接
し

た
所
に
、
太
陽
光
発
電
所
が
建

設
さ
れ
た
。
夏
場
気
温
が
50
度

を
超
え
、
住
民
が
健
康
被
害
を

訴
え
市
長
と
議
会
に
要
望
書
を

出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
、

何
ら
か
の
規
制
条
例
が
あ
れ
ば

防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
。
条
例

を
作
る
べ
き
だ
。

環
境
課
長

条
例
は
作
ら
な
い
。

国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
を

徹
底
し
て
い
く
。

質

水
道
未
設
置
地
域
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

水
道
局
長

嘉
穂
地
区
の
泉
河

内
・
小
野
谷
・
九
郎
原
・
桑
野
・

千
手
・
大
力
・
東
畑
・
屏
・
宮

吉
の
全
域
と
馬
見
・
嘉
穂
才
田
・

椎
木
の
一
部
が
給
水
区
域
外
だ
。

質

こ
の
エ
リ
ア
に
配
管
を
す

る
場
合
の
経
費
と
、
水
道
料
金

は
ど
う
な
る
。

水
道
局
長

経
費
は
数
十
億
円

か
か
り
、
１
軒
当
た
り
12
万
５

千
円
の
費
用
負
担
が
発
生
す
る
。

質

桑
野
地
区
住
民
か
ら
井
戸

建
設
の
相
談
が
あ
っ
た
。
辺
地

事
業
を
使
う
場
合
、
何
ら
か
の

制
約
が
あ
る
か
。

水
道
局
長

地
縁
団
体
代
表
者

か
ら
の
申
請
が
必
要
に
な
る
。

質

そ
れ
は
行
政
区
長
と
い
う

意
味
か
。

水
道
局
長

そ
う
だ
。

質

事
業
申
請
は
、
１
軒
で
も

出
来
る
か
。

水
道
局
長

可
能
だ
。
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1

よ
し
ゆ
き
の
一
般
質
問

辺
地
事
業
で
井
戸
建
設
を

ヘ
ル
パ
ー
に
も
PCR
検
査
を

太
陽
光
発
電
と
被
害

公
務
員
の
ボ
ー
ナ
ス
カ
ッ
ト

嘉麻市一般職の職員給与に関する条例等の一部改正

対象者
2020（令和2）年度施行 2021（令和3）年度施行

改正内容 具体的内容 改正内容 具体的内容

一般職
期末手当

率の改正

1.3月⇒1.25月（再任用は据置）
年間2.6月⇒2.55月

期末手当

率の改正

6月及び12月支給分共に1.275月
（再任用は据置）

会計年度職員
準用部分

の改正
年間支給率1.2月分据置

準用部分

の改正

6月、12月支給分は、0.6月分で
据置

議員
期末手当

率の改正

12月分1.7月⇒1.65月分
年間 3.4月⇒3.35月

期末手当

率の改正

6月及び12月支給分共に1.675月
分に改正
年間支給率3.35月分特別職（市長他）

特別職と議員の期末手当と報酬の推移

改正前 改正後
減額

（0.05月）期末手当
（1.7月）

期末手当
（1.65月）

市 長 1,560,600 1,514,700 45,900

副市長 1,263,168 1,226,016 37,152

教育長 1,176,264 1,141,668 34,596

議 長 797,640 774,180 23,460

副議長 709,920 689,040 20,880

議 員 671,160 651,420 19,740

２
０
２
０
年
11
月
30
日
に
臨
時
議
会
が

開
催
さ
れ
、
人
事
院
勧
告
に
基
づ
き
一
般

職
と
、
非
常
勤
特
別
職
の
期
末
手
当
並
び

に
報
酬
の
一
部
カ
ッ
ト
が
全
会
一
致
で
可

決
し
た
。

単位；円

臨
時
議
会
そ
の
二


